
３
７
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

申
込
：
８
月
27
日
（
月
）
～
９
月

７
日
（
金
）
の
期
間
に
予
防
課
に

あ
る
受
講
申
込
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
写
真
（
縦
４
㎝
×
横

３
㎝
）
２
枚
を
貼
り
付
け
て
提
出

（
受
講
料
は
当
日
、
受
付
に
て
）

▼
予
防
課

☎
23‐４
０
７
４

23‐０
１
８
０

愛
知
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
登

載
申
請

　
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
愛
知

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
を
9
月
1
日
現
在
で
調
製

し
ま
す
。
漁
業
に
従
事
し
て
い
る

選
挙
権
の
あ
る
方
は
、
必
ず
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

▪
選
挙
権
の
あ
る
方

　
年
に
90
日
以
上
漁
業
を
営
ん
で

い
る
方
（
法
人
を
含
む
）、
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
ま
た
は

漁
業
協
同
組
合
・
漁
業
協
同
組
合

連
合
会
の
役
員
（
委
員
・
役
員
に

就
任
す
る

際
、
選
挙

権
の
あ
っ

た
方
）
で
、

平
成
30
年

日
時
：
９
月
９
日
（
日
）
午
前
11

時
～
午
後
２
時　
場
所
：
ト
ラ
イ

ア
ス
ロ
ン
伊
良
湖
大
会
ゴ
ー
ル
会

場
周
辺　
内
容
：
訓
練
用
人
形
を

使
用
し
た
心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
体
験
、
子
ど
も
用
救
急
服
試
着

他　
申
込
：
当
日
、
受
付
に
て

▼
消
防
署
渥
美
分
署

☎
33‐０
１
１
９

32‐２
４
７
９

防
火
管
理
講
習

１
０
０
４
２
３
１

種
別
：
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

対
象
：
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に

該
当
す
る
防
火
対
象
物
の
関
係
者

①
遊
技
場
・
飲
食
店
・
店
舗
・
病

院
な
ど
で
収
容
人
員
30
名
以
上
か

つ
延
べ
面
積
３
０
０
㎡
以
上
②
共

同
住
宅
・
工
場
・
事
務
所
な
ど
で

収
容
人
員
50
名
以
上
か
つ
延
べ
面

積
５
０
０
㎡
以
上
③
火
災
発
生
時

に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
な
者
が
入
所
す
る
社

会
福
祉
施
設
な
ど
（
避
難
困
難

施
設
）
で
収
容
人
員
が
10
名
以

上　

日
時
：
10
月
４
日
（
木
）・

５
日
（
金
）
／
午
前
９
時
～
午

後
５
時　

場
所
：
田
原
文
化
会

館
２
０
１・
２
０
２
会
議
室　

定

員
：
40
名（
先
着
順
）　

受
講
料
：

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

情
報
伝
達
訓
練

１
０
０
５
５
７
７

　
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
に
備
え
、

次
の
通
り
訓
練
を
行
い
ま
す
。
こ

の
訓
練
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス

テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）に
よ
り
、
消

防
庁
か
ら
全
国
に
発
信
さ
れ
ま
す
。

▪
日
時

　
８
月
29
日
（
水
）
午
前
11
時
ご

ろ 

▪
放
送
内
容

　
上
り
チ
ャ
イ
ム　

　
「
こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト

で
す
」
繰
り
返
し
３
回

　
「
こ
ち
ら
は
、広
報
た
は
ら
で
す
」

　
下
り
チ
ャ
イ
ム
（
終
了
）

▼
防
災
対
策
課

☎
23‐３
５
４
８

23‐０
１
８
０

き
ゅ
う
き
ゅ
う
広
場
を

開
催
し
ま
す

１
０
０
５
６
７
５

　
９
月
９
日
は
「
救
急
の
日
」
で

す
。
ま
た
、
こ
の
日
を
含
む
１
週

間
は
「
救
急
医
療
週
間
」
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
を
機
会
に
応
急
手
当
を
体

験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

12
月
５
日
現
在
、
満
18
歳
以
上
の

方▪
申
請
書
の
配
布

　
世
帯
ご
と
の
申
請
書
を
、
８
月

中
旬
ま
で
に
ご
自
宅
に
郵
送
し
ま

す
。
選
挙
権
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
申
請
書
が
届
か
な
い
場
合

は
、
お
手
数
で
す
が
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

※
市
内
の
各
漁
業
協
同
組
合
に
も

申
請
書
が
あ
り
ま
す
。

▪
申
請
書
の
提
出

　
９
月
５
日
（
水
） 

ま
で
に
、
申

請
書
に
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
て

選
挙
管
理
委
員
会
へ
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
選
挙
管
理
委
員
会（
総
務
課
内
）

☎
23‐３
５
０
６

23‐０
１
８
０

▶意見募集期間＝９月３日月～10月２日火 1005705

▪田原市空家等対策計画案
近年増加している空き家などの現状と課題、方針と対策など、空き家などに関する
施策を総合的かつ計画的に推進するため、策定します。
▪田原市空家等の適正管理に関する条例案
空家等対策の推進に関する特別措置法および田原市空家等対策計画に基づき、空
き家などの対策を推進することに関し、必要な事項を定めるため、制定します。
▶建築課 
☎23-3684  22-3811

kentiku@city.tahara.aichi.jp

パブリックコメント意見募集！

▪意見提出方法
①公表場所へ持参 ②郵便 ③ＦＡＸ ④Ｅメールのいずれかで住所、氏名、電話番号
を明記の上、提出してください。（個々のご意見には直接回答しません）
▪計画案、条例案の公表場所
建築課、市役所情報広場、赤羽根市民センター、渥美支所地域課、中央図書館、市ＨＰ
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INFORMATION おしらせ


